
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、奈良県知

事等から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表しま

す。

令和４年７月１日

奈良県監査委員 内 野 正 博

同 森 田 康 文

同 尾 﨑 充 典

同 浦 西 敦 史
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令和３監査年度 第１回分

ア本 庁部局及び所属名 実施年月日 監 査 結 果 措 置 の 内 容知 事 公 室広報広聴課 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について７月１２日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 遅滞なく支出負担行為を行うよ制のための手続として支出負担行為 う職員に周知徹底を図った。を行うこととされている時期は、契 今後は、課内における事務処約を締結するときとされているが、 理状況の情報共有等によりチェ令和２年度の備品購入契約につい ック体制を強化し、支出負担行て、支出負担行為を納品後に行って 為事務の適正な執行に努めるといた事例が１件(契約額 32,340円) ともに、実効性のある内部統制認められた。 の整備に取り組む。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）市町村振興課 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な７月１２日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 令和２年度から、補助金等の補助金等の額の確定は、県が報告書 額の確定をした場合には、市町等の書類審査及び必要に応じて行う 村に対して書面で通知するよう現地調査等により、補助金等の交付 改善を行った。の決定の内容及びこれに付した条件に補助事業者が実施した補助事業等の成果が適合したことを認め、交付すべき補助金等の額を確定する旨の意思決定である。同規則等において、補助金等の額の確定をした場合は、補助事業者等へ書面により通知することとされているのに、令和元年度の補助金について、書面により通知していなかった事例が２件（交付決定額合計 8,009,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。（指摘事項）南部東部振興 令和３年 公用車の自動車損害賠償責任保険料公用車の自動車損害賠償責任保険料公用車の自動車損害賠償責任保険料公用車の自動車損害賠償責任保険料課 ７月１４日 の支払の遅延についての支払の遅延についての支払の遅延についての支払の遅延について公用車の継続車検受検に係る自動 公用車の自賠責保険料の支払車損害賠償責任保険料について、受 については、前金払いを徹底す検日の後に支出していた事例が２件 る。（保険料合計 39,070円）認められ 今後は同様の案件が起こらなた。 いよう課内で事案を共有し、支自動車損害賠償責任保険料の後払 払い時期等を一覧できるリスト
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いは、業者に対し保険会社等への立 を作成して進捗状況を的確に管替払を強いることとなるため、今後、 理するなど、実効性のあるチェ保険料の支出については適時適正に ック体制を整備し、適正な事務処理されたい。 （注意事項） 処理に努める。公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施についていていていて公用車の定期点検整備について 道路運送車両法に基づき、適は、道路運送車両法により自動車の 切な定期点検整備を実施する。使用者に６か月ごと等の定期点検整 今後は、所有する公用車の定備の実施が義務づけられており、平 期点検日及び車検日を含めた日成３０年１０月には公用車の定期点 程を可視化したリストを作成検整備の実施の徹底を図るよう総務 し、計画的な定期点検整備に努部長通知が発出されているのに、令 める。和元年度及び令和２年度において、公用車１台について定期点検整備を実施していなかった。定期点検整備の不実施による整備不良に起因する事故発生のおそれも危惧されることから、今後は、同法、同通知等に基づき、公用車の定期点検整備を適切に実施されたい。（注意事項）うだ・アニマ 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅ルパーク振興 ７月１４日 延について延について延について延について室 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成時期等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、契約約を締結するときとされているが、 案件、契約時期を一覧できるチ令和２年度の委託契約について、支 ェックリストを作成して進捗状出負担行為を行うこととされている 況を的確に管理するなど、各段日から３か月以上遅延して支出負担 階で実効性のあるチェック体制行為を行っていた事例が１件（契約 を整備し、適正な事務処理に努額 802,010円)認められた。 める。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条(契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）防災統括室 令和３年 公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ６月１１日 いていていていて公用車の定期点検整備について 公用車の定期点検整備につい
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は、道路運送車両法により自動車の ては、自動車の使用者に実施が使用者に６か月ごと等の定期点検整 義務づけられている６か月ごと備の実施が義務づけられており、平 等の定期点検整備について道路成３０年１０月には公用車の定期点 運送車両法、平成３０年１０月検整備の実施の徹底を図るよう総務 の総務部長通知等に基づき適正部長通知が発出されているのに、令 に行う。なお、当該車両につい和元年度及び令和２年度において、 ては、令和３年度に６か月ごと公用車１台について定期点検整備を の点検整備を実施している。実施していなかった。定期点検整備の不実施による整備不良に起因する事故発生のおそれも危惧されることから、今後は、同法、同通知等に基づき、公用車の定期点検整備を適切に実施されたい。（注意事項）消防救急課 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な６月１１日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 補助金額の確定に当たり、交る補助金等の額の確定は、県が報告 付決定の内容及びこれに付した書等の書類審査及び必要に応じて行 条件に補助事業者が実施した補う現地調査等により、補助金等の交 助事業等の成果が適合している付の決定の内容及びこれに付した条 ことを審査するため、現地調査件に補助事業者が実施した補助事業 等を実施し、実績報告書に添付等の成果を適合したことを認め、交 された収支精算書に記載の内容付すべき補助金等の額を確定する旨 と支出証拠書類の突合を行う。の意思決定である。令和元年度にお なお、当該補助金については、いて、額の確定に当たり実績報告書 令和２年度の額の確定時、補助に添付された収支精算書に記載され 事業者に対する現地調査を行った内容と支出証拠書類の突合等によ た。る審査を行わず額の確定を行っていた事例が２件（交付決定額合計 11,123,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施についていていていて公用車の定期点検整備について 公用車の定期点検整備についは、道路運送車両法により自動車の ては、自動車の使用者に実施が使用者に６か月ごと等の定期点検整 義務づけられている６か月ごと備の実施が義務づけられており、平 等の定期点検整備について道路成３０年１０月には公用車の定期点 運送車両法、平成３０年１０月検整備の実施の徹底を図るよう総務 の総務部長通知等に基づき適正部長通知が発出されているのに、令 に行う。なお、当該車両につい和元年度及び令和２年度において、 ては、令和３年度に６か月ごと公用車１台について定期点検整備を の点検整備を実施している。実施していなかった。定期点検整備の不実施による整備不良に起因する事故発生のおそれも危惧されることから、今後は、同法、



4

同通知等に基づき、公用車の定期点検整備を適切に実施されたい。（注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 支出負担行為事務の適正な執行制のための手続として支出負担行為 に努めるとともに、課内スケジを行うこととされている時期は、契 ュール表を用いて契約状況にお約を締結するときとされているが、 ける課内の情報共有を徹底す令和２年度の委託契約等について、 る。また、物品購入時には、購支出負担行為を行うこととされてい 入伺の決裁後に所属の決裁者がる日から大幅に遅延して支出負担行 チェックを行い、支出負担行為為を行っていた事例が２件（契約額 が必要なものについては速やか合計 4,507,800円)認められた。そ に手続きをさせるなど、適正なの態様の内訳は、①支出負担行為を 事務処理に努める。業務完了後に行っていた事例が１件、②業務完了前であるが支出負担行為の遅延期間が１か月以上の事例が１件となっていた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）安全・安心ま 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延についてちづくり推進 ６月１１日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、課 とする経費について、予算執行の統 支出負担行為の適正な執行に努制のための手続として支出負担行為 めるとともに、物品購入伺の決を行うこととされている時期は、契 裁時点で支出負担行為の要不要約を締結するときとされているが、 の確認を徹底するなど、各段階令和元年度の備品購入契約につい で実効性のあるチェック体制をて、支出負担行為を納品後に行って 整備し、適正な事務処理に努めいた事例が１件（契約額 36,186円) る。認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）総 務 部法務文書課 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について８月２４日 委託料、工事請負費等契約を必要 令和３年度における支出負担とする経費について、予算執行の統 行為手続にあたっては、会計局制のための手続として支出負担行為 が作成している「契約締結権限を行うこととされている時期は、契 等の委任及び支出負担行為等の約を締結するときとされているが、 手続に係る事務処理の整理区分令和２年度の備品購入契約につい 」により、契約締結権限等を十て、支出負担行為を納品後に行って 分確認し、遅延することなく、いた事例が１件（契約額 167,750円 速やかに処理を行った。)認められた。 今後も、奈良県会計規則等に
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今後は、奈良県会計規則等に基づ 基づき、支出負担行為事務の適き、支出負担行為事務の適正な執行 正な執行に努める。に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）行政・人材マ 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延についてネジメント課 ８月２４日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき適正な事務執行制のための手続として支出負担行為 を実施するとともに、所属におを行うこととされている時期は、契 けるチェック体制を強化し、複約を締結するときとされているが、 数の担当者による書類確認とス令和２年度の賃貸借契約について、 ケジュール管理を行い、適正な支出負担行為を行うこととされてい 執行と再発防止に努める。る日から１か月以上遅延して支出負担行為を行っていた事例が１件(契約額等 8,735,040円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）税外未収金に係る未収金対策につい税外未収金に係る未収金対策につい税外未収金に係る未収金対策につい税外未収金に係る未収金対策についてててて未収金対策の取組については、「 未収金対策については、未収税外未収金にかかる債権管理の適正 金対策推進連絡会議の開催によ化に関する指針」に基づいて全庁的 る情報共有、未収金の削減に係に取り組んでいるところであり、未 る数値目標の設定、回収困難な収金対策推進連絡会議のもと、積極 債権についての弁護士相談、職的な情報交換や研修会を行うほか、 員を対象に適正な債権管理と回未収金を所管する担当課に数値目標 収のノウハウ習得に資するためを設定させ、過年度未収金の削減や のグループワークを取り入れた現年度未収金発生の抑制について進 実践的な研修等を実施してお捗管理を行うなどの取組を行ってい り、大きな臨時的増減要因（企る。また、平成２５年度の行政監査 業立地促進補助金返還金（3億1（税外未収金等にかかる債権管理に ,561万円増）、県営住宅水道使ついて）の結果を踏まえ、「税外債 用料入居者負担金（9,170万円権の管理マニュアル」「税外債権の 増）、流域下水道事業費（4億5,管理マニュアル（債権整理編）」「支 607万円減））を除くと、令和２払督促申立の手引き」を作成し、令 年度末の総額は、前年度末の総和２年度では、専修学校修学資金貸 額より約5,100万円減少してい付金等の未収金回収を外部委託する る。また、令和元年度より、債など、未収金を所管する担当課の債 権の状況・理由(時効到来・未権回収を支援する取組を行ってい 到来、支払有・無、所在判明・る。 不明、資力有・無等)をより詳しかし、直近の決算でみると、税 細に把握し、その結果を踏まえ外未収金の残高は令和２年度末にお て、回収可能な債権は支払督促いて総額で46億5,672万円と多額で 申立等による回収を促進し、回あり、大学奨学資金貸付金等で減少 収不可能な債権については不納している一方で、育成奨学金貸付金 欠損処分を行うなど、適切な債等で増加している。 権管理を強化している。加えて、未収金の解消は財政運営上大きな 令和３年度は、郵送や電話では



6

課題であり、全庁的に厳正かつ適正 債務者に連絡がとれない状態な対応が強く求められていることか で、かつ、遠方に居住しているら、引き続き実効性のあるきめ細か 等、県職員による訪問が困難なな未収金対策に取り組まれたい。 債権について、行政・人材マネ（意見事項） ジメント課が委託実施主体となり、民間事業者に現地調査を委託し、令和４年１月末時点において、19件の所在地調査を実施した。こうした地道な債権回収の取組を進めることにより、毎年度の削減目標額（令和３年度は約7,700万円）の達成を目指すとともに、今後も、法的措置の一層の活用や民間活力の導入による回収の推進、債権管理条例制定等、より効果的・効率的な債権管理手法の検討を行い、庁内全体で未収金の削減に向けた取組を実施していく。人事課 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について８月２４日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 遅滞なく支出負担行為を行うよ制のための手続として支出負担行為 う職員に周知徹底を図った。を行うこととされている時期は、契 今後は、チェックリストの作約を締結するときとされているが、 成で課内における事務処理状況令和２年度の委託契約について、支 の情報共有を図る等スケジュー出負担行為を行うこととされている ル管理を徹底し、支出負担行為日から１か月以上遅延して支出負担 事務の適正な執行及び再発防止行為を行っていた事例が１件（契約 に努める。額等 1,980,000円）認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）税務課 令和３年 県税に係る未収金の回収について県税に係る未収金の回収について県税に係る未収金の回収について県税に係る未収金の回収について８月２４日 県税については、税務課及び各県 県税収入未済額の54.0％（令税事務所において、差押を中心とし 和２年度実績）を占める個人県た滞納処分の推進に取り組んでお 民税については、平成24年度にり、また、市町村との連携による個 設置した地方税滞納整理本部を人県民税の協働徴収や自動車税コー 中心に、県・市町村の一体的なルセンターの設置により、多額の未 徴収体制の強化に取り組んでお収金がある個人県民税、自動車税（ り、「奈良モデル」による県職令和元年１０月より種別割自動車税 員派遣型協働徴収や平成30年度）の徴収の強化にも努めている。平 より滞納徴収員を採用し市町村成２２年度から令和元年度までは、 と県による協働徴収を実施する着実に徴収率を向上させてきたとこ などの徴収強化に努めているとろであるが、令和２年度の県税徴収 ころであり、滞納の多い普通徴率は、令和元年度に比べ0.3ポイン 収から特別徴収（給与支払者ト下降し97.9%となった。この要因 が、所得税の源泉徴収と同様は、新型コロナウイルス対策による に、毎月、従業員に支払う給徴収の猶予制度の特例によるもので 与から個人住民税を引き落と
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あるが、未だ未収金は令和２年度末 し、市町村に納入いただく制で24億7,297万円と多額であり、徴 度）へ移行させる取組について収率は全国で低位にある。今後も税 も今後一層市町村との協働を強負担の公平性と財源確保の観点か めていく。ら、新たな未収金の発生防止に努め また、種別割自動車税など県るとともに、引き続き効果的かつき 税の徴収対策については、各税め細かな徴収対策の推進に努められ 事務所において徴収率や未済額たい。 （意見事項） の圧縮率等数値目標を設定し、徴収強化に取り組んでおり、預金差押を強化する取組や、税務課及び各税事務所が連携して滞納整理に取り組むなど、より積極的に徴収強化に取り組んでいるところである。今後も差押等の滞納処分を早期かつ積極的に行い、税収及び税負担の公平性の確保を図るとともに、全国的に低位である徴収率についても、その向上に努める。（令和４年１月末の県税全体の徴収率（現滞）は昨年度同期比1.5％上昇）管財課 令和３年 委託業務の契約書について委託業務の契約書について委託業務の契約書について委託業務の契約書について８月２４日 令和２年度の古紙回収処分に係る 今回の不適切な事務執行につ委託契約について、１回当たりの回 いて課内で情報共有を行うとと収量（収集車の積載量）等を明確に もに、今後は、当該委託業務の記載した契約書により契約すべきで 仕様書を作成する際に、収集車あるのに、その点が不明確なまま、 の積載量を明確に記載し、契約単価契約を締結していた事例が１件 事務の適正な執行に努める。認められた。なお、予定価格算定時に想定していた車種とは異なる収集車により運搬されたため、運搬回数が予定より大幅に増加していた。今後は、契約書及び添付する仕様書において、１回当たりの回収量（収集車の積載量）等を明確に記載するなど、契約事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）文化・教育・くらし創造部文化振興課 令和３年 補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な８月１６日 取扱いについて取扱いについて取扱いについて取扱いについて令和２年度奈良県大芸術祭実行委 補助事業者に対し、補助対象員会負担金及び奈良県障害者大芸術 事業内容を充分に理解し、事業祭実行委員会負担金について、負担 計画変更承認の申請が必要とな金交付の対象となる事業の内容に変 った場合は、適時適切に事業計更がある場合は、奈良県大芸術祭実 画変更承認申請を行うよう周知行委員会及び奈良県障害者大芸術祭 徹底した。実行委員会は事業計画変更承認申請 今後は、同様の事案が発生す書等を提出し、知事の変更承認を受 ることのないよう、補助事業の
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けなければならないとされている 進捗状況の把握を定期的に行うが、上記の２件（交付決定額合計 5 よう職員へ注意喚起を行うとと4,767,898円）では、変更承認の手 もに、適時の事業計画変更承認続を適時に行っていなかった。 申請を受け、適正な事務の執行今後は、奈良県補助金等交付規則、 に努める。奈良県大芸術祭実行委員会負担金交付要綱及び奈良県障害者大芸術祭実行委員会負担金交付要綱に基づき、変更申請が適切に行われるよう実行委員会への指導及び周知に努めるとともに、適正な事務の執行に努められたい。 （注意事項）文化財保存課 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅８月１６日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の適正な執行に努めるとともを行うこととされている時期は、契 に、契約案件、契約時期を一覧約を締結するときとされているが、 できるチェックリストを作成し令和２年度の委託契約について、支 て進捗状況を的確に複数職員で出負担行為を行うこととされている 管理するなど、各段階で実効性日から１か月以上遅延して支出負担 のあるチェック体制を整備し、行為を行っていた事例が１件（契約 適正な事務処理に努める。額 12,320,000円）認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）文化資源活用 令和３年 支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて課 ８月１６日 令和２年度の業務委託契約につい 奈良県会計規則を始め、会計て、経費の性質が歳入の徴収事務の 局が作成している「会計事務処委託であることから予算科目を委託 理の手引き」等による事前確認料で支出すべきであったのに、役務 を徹底し、適正な予算科目で支費で支出していた事例が２件（契約 出するよう努める。額合計 18,000円）認められた。令和２年１０月にその誤りに気がつき、所要の手続きを行っていた。今後は奈良県予算規則に基づき、適正な予算科目で支出されたい。（注意事項）教育振興課 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な８月１６日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について
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奈良県補助金等交付規則等に定め 奈良県補助金等交付規則等にる補助金等の額の確定は、県が報告 基づき、補助金等の額の確定時書等の書類審査及び必要に応じて行 には現地調査を行い、実績報告う現地調査等により、補助金等の交 書に添付された収支決算書の記付の決定の内容及びこれに付した条 載内容と支出証拠書類等との突件に補助事業者が実施した補助事業 合等による審査を行うことで、等の成果が適合したことを認め、交 実効性のあるチェック体制を整付すべき補助金等の額を確定する旨 備し、適正な事務処理に努める。の意思決定である。令和元年度において、額の確定に当たり実績報告書に添付された収支決算書に記載された内容と支出証拠書類等の突合等による審査を行わず額の確定を行っていた事例が１件（交付決定額 65,206,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）スポーツ振興 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について課 ８月１７日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の適正な執行に努めるとともを行うこととされている時期は、契 に、契約案件、契約時期を一覧約を締結するときとされているが、 できるチェックリストを作成し令和２年度の賃貸借契約等につい て進捗状況を的確に複数職員でて、支出負担行為を行うこととされ 管理するなど、各段階で実効性ている日から大幅に遅延して支出負 のあるチェック体制を整備し、担行為を行っていた事例が２件(契 適正な事務処理に努める。約額等合計 586,256円)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を納品後に行っていた事例が１件、②業務完了前であるが支出負担行為の遅延期間が１か月以上の事例が１件となっていた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）こども・女性局奈良っ子はぐ 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切なくみ課 ５月１３日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 今後は、奈良県補助金等交付る補助金等の額の確定は、県が報告 規則等に基づき、実績報告書に書等の書類審査及び必要に応じて行 添付された収支決算書に記載さう現地調査等により、補助金等の交 れた内容と支出証拠書類の突合付の決定の内容及びこれに付した条 等による審査を行うなど、適正件に補助事業者が実施した補助事業 な事務執行について職員へ注意
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等の成果が適合したことを認め、交 喚起を行うとともに、複数の担付すべき補助金等の額を確定する旨 当者による書類確認を行うなの意思決定である。令和元年度にお ど、適正な執行と再発防止に努いて、実績報告書に添付された収支 める。決算書に記載された内容と支出証拠書類の突合等による審査を行わず額の確定を行っていた事例が３０件（交付決定額合計 144,053,000円）認められた。また、上記のうち１件では、収支決算書の添付がないまま額の確定を行い、令和３年１月に再度確定を行った上で過交付額（2,100,000円）を返還させていた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。（指摘事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則等にとする経費について、予算執行の統 基づき、遅滞なく支出負担行為制のための手続として支出負担行為 や契約書の作成事務等を行うよを行うこととされている時期は、契 う、職員へ注意喚起を行うとと約を締結するときとされているが、 もに、所属におけるチェック体令和元年度及び令和２年度の委託契 制を強化し、複数の担当者によ約等について、支出負担行為を行う る書類確認とスケジュール管理こととされている日から大幅に遅延 を行い、支出負担行為及び契約して支出負担行為を行っていた事例 事務等の適正な執行と再発防止が４件(契約額等合計 18,371,848円 に努める。)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を納品後に行っていた事例が２件、②業務完了前であるが支出負担行為の遅延期間が１か月以上の事例が２件となっていた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記のうち１件（契約額 924,000円）では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）
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福 祉 医 療 部地域福祉課 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な５月１３日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 令和２年度の全ての補助事業る補助金等の額の確定は、県が報告 者に対し、令和３年２月、３月、書等の書類審査及び必要に応じて行 ５月及び６月に支出証拠書類のう現地調査等により、補助金等の交 検査など現地調査を行い、補助付の決定の内容及びこれに付した条 金が適正に執行されたことを確件に補助事業者が実施した補助事業 認した。等の成果が適合したことを認め、交 補助金等の額の確定について付すべき補助金等の額を確定する旨 は、奈良県補助金等交付規則等の意思決定である。令和元年度にお に基づき、現地調査の日程を計いて、額の確定に当たり実績報告書 画的に組み、検査リストを作成に添付された収支決算書に記載され して実績報告書と支出証拠書をた内容と支出証拠書類等の突合等に 突合し審査するなど、補助金のよる審査を行わず額の確定を行って 適正な事務執行についてチェッいた事例が８件（交付決定額合計 3 ク体制を整備した。27,594,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）障害福祉課 令和３年 郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について５月１３日 令和元年度末の郵便切手の保有残 今後は、郵便切手は最小限保高は68,345円となっており、年間使 有することとし、適切な管理に用額に照らして多額となっていた。 努める。郵便切手は換金性が高く、現金と同様の取扱いが必要である。安全な管理のためにも、その保有は必要最小限にとどめるとともに、必要に応じ購入抑制をするなど効率的な予算執行に努められたい。（注意事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、同様の事例が発生すとする経費について、予算執行の統 ることのないよう担当者は決裁制のための手続として支出負担行為 中の案件の進捗状況のチェックを行うこととされている時期は、契 リストを適宜作成し、その都度、約を締結するときとされているが、 ほかの職員が処理状況の確認を令和２年度の委託契約等について、 行うことにより内部統制の強化支出負担行為を行うこととされてい を図る。る日から１か月以上遅延して支出負担行為を行っていた事例が１件(契約額 18,602,000円)認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しな
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いものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含まれていない契約締結についてまれていない契約締結についてまれていない契約締結についてまれていない契約締結について令和２年度の委託契約１件（契約 今回、注意を受けた委託契約額 184,800円）について、奈良県契 について、令和３年度は障害福約規則第２６条等により藤の木学園 祉課において契約の締結を実施の園長に委任された契約締結に関す した。る事務の範囲には含まれていないの 今後は、奈良県契約規則等のに、公有財産規則第４条第３項によ 関係箇所を係員に周知徹底するり、障害福祉課が管理する公有財産 とともに、所属における複数のである旧筒井寮の維持管理上必要な 担当者によるチェック体制を強契約事務を、公有財産の分任管理者 化し、適正な契約事務の執行との所属替の手続きを行わず、同園の 再発防止に努める。園長に行わせていた。また、本件契約の締結に当たり、特にやむを得ない事情がないのに、業務開始日までに業務の引継ぎを行わなかったことにより、支出負担行為を行うこととされている日から２か月以上支出負担行為が遅延した。今後は、奈良県契約規則、公有財産規則及び関係通知に基づき、適正な契約事務の執行に努められたい。（注意事項）水循環・森林・景観環境部企画管理室 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について７月２７日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 遅滞なく支出負担行為を行うよ制のための手続として支出負担行為 う職員への周知徹底を行った。を行うこととされている時期は、契 今後は、課内における事務処約を締結するときとされているが、 理状況の情報共有等によりチェ令和元年度の備品購入契約につい ック体制を強化し、支出負担行て、支出負担行為を納品後に行って 為事務の適正な執行に努めるといた事例が１件(契約額 23,100円) ともに、実効性のある内部統制認められた。 の整備に取り組む。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）
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森と人の共生 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅推進室 ７月２７日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、契約約を締結するときとされているが、 案件、契約時期を一覧できるチ令和２年度の委託契約について、支 ェックリストを作成して進捗状出負担行為を行うこととされている 況を的確に管理するなど、各段日から２か月以上遅延して支出負担 階で実効性のあるチェック体制行為を行っていた事例が１件(契約 を整備し、適正な事務処理に努額 7,133,701円)認められた。 める。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）森林整備課 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について７月２７日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 遅滞なく支出負担行為を行うよ制のための手続として支出負担行為 う職員への周知徹底を行った。を行うこととされている時期は、契 今後は、課内における事務処約を締結するときとされているが、 理状況の情報共有等によりチェ令和元年度の備品購入契約につい ック体制を強化し、支出負担行て、支出負担行為を納品後に行って 為事務の適正な執行に努める。いた事例が１件(契約額 97,020円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）廃棄物対策課 令和３年 補助金等の交付決定等及び額の確定補助金等の交付決定等及び額の確定補助金等の交付決定等及び額の確定補助金等の交付決定等及び額の確定７月２７日 に係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 奈良県補助金等交付規則、奈補助金等の交付決定は、県が交付申 良県会計規則等に基づき、補助請者に対して、補助事業等を行った 金等の交付決定、支出負担行為場合に一定金額の補助金等を交付す 及び実績報告書の審査等の適正る旨の意思決定である。令和２年度 な執行に努めるとともに、チェの地域環境対策支援事業補助金にお ックリストを作成して進捗状況いて、交付決定に当たり、実際に交 を管理するなど、各段階で実効付決定を行った日から１か月以上３ 性のあるチェック体制を整備
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か月未満遡った日付を交付決定日と し、適正な事務処理に努める。していた事例が１０件（交付決定額合計 31,532,000円）認められた。そして、補助事業者等は、交付決定の内容及びこれに付された条件等に従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記のうち３件では、県が実際に交付決定を行った日よりも前に補助対象事業である河川美化活動に伴う物品の購入等に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記の１０件では、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。さらに、補助事業者等より実績報告書等の報告を受けた場合において、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査することとされているが、令和元年度の産業廃棄物不適正処理監視事業補助金において、実績報告書に添付された収支精算書に記載された内容については確認を行っているものの、支出証拠書類の突合等による審査を行わず額の確定を行っていた事例が１件（交付決定額 1,500,000円）認められた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）景観・自然環 令和３年 郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について境課 ７月２７日 令和元年度末の郵便切手の保有残 郵便切手については、過多で高は76,413円となっており、年間使 あった切手数を減少させ、毎月用額に照らして多額となっていた。 確実に保有数をチェックするこ郵便切手は換金性が高く、現金と とにより、令和3年11月30日現同様の取扱いが必要である。安全な 在保有高6,208円と適正な管理管理のためにも、その保有は必要最 を行っている。今後も購入に関小限にとどめるとともに、必要に応 して抑制を行うなど管理を徹底じ購入抑制をするなど効率的な予算 していきたい。執行に努められたい。（注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 予算執行を確実に行うべく、とする経費について、予算執行の統 事業進捗表を作成し確認する。



15

制のための手続として支出負担行為 また、今後は支出負担行為時を行うこととされている時期は、契 において、複数でのチェックの約を締結するときとされているが、 実施により体制を強化する。予令和元年度の備品購入契約につい 算執行の統制を図り適正な時期て、支出負担行為を納品後に行って に支出負担行為を行いたい。いた事例が２件(契約額 66,800円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）産業・観光・雇用振興部地域産業課 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅５月２４日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則及びとする経費について、予算執行の統 奈良県契約規則等に基づき、支制のための手続として支出負担行為 出負担行為及び契約書作成事務を行うこととされている時期は、契 等の適正な執行に努める。約を締結するときとされているが、 決裁過程におけるチェック体令和２年度の委託契約について、支 制の強化及びスケジュール管理出負担行為を行うこととされている の徹底により適正な事務の執行日から７か月以上遅延して支出負担 と再発防止に努め、実効性のあ行為を行っていた事例が１件(契約 る内部統制の整備に取り組む。額 774,018,341円）認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条(契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）産業振興総合 令和３年 行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りにセンター ８月２３日 ついてついてついてついて産業振興総合センターの入居団体 今後は、奈良県行政財産使用に係る行政財産使用料について、令 料条例等に基づき、適正な使用和２年度年額分の積算を誤り、調定 料の積算に努める。額が239,161円（調定件数合計 ５件 調定金額や内容について、複）不足していた。また、令和２年１ 数の職員で書類確認を行うな１月にその誤りに気がつき、所要の ど、決裁過程におけるチェック手続きを行っていた。 体制を強化し、実効性のある内今後は、奈良県行政財産使用料条 部統制の整備に取り組む。
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例等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）公有財産の有効活用について公有財産の有効活用について公有財産の有効活用について公有財産の有効活用について産業振興総合センターが産業会館 市町村や経済団体等と連携し（大和高田市）に設けているビジネ た募集情報の発信や、創業セミスインキュベータ施設は、令和２年 ナー参加者へのチラシの配布に１１月３０日時点で９室中３室の利 加え、昨年度よりデジタルサイ用にとどまっている。産業振興総合 ネージやテレビ・ラジオ・新聞センターでは施設の稼働率向上に向 を利用した募集情報の告知を実けての取組を行っているところであ 施している。るが、依然として施設が十分に活用 令和４年２月現在、９室中５されていない状況となっている。県 室の利用があり、施設利用の内有資産の有効活用の観点から、施設 容やメリット等についての積極の稼働率向上等に向けて引き続きそ 的な周知に努め、今後も利用率の対応策を検討されたい。 の向上を図りたい。（意見事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則等にとする経費について予算執行の統制 基づき、支出負担行為事務の適のための手続として支出負担行為を 正な執行に努める。行うこととされている時期は、契約 決裁過程におけるチェック体を締結するときとされているが、令 制の強化及びスケジュール管理和２年度の備品購入契約について、 の徹底により適正な事務の執行支出負担行為を納品後に行っていた と再発防止に努め、実効性のあ事例が２件(契約額合計 1,104,400 る内部統制の整備に取り組む。円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）観 光 局ならの観光力 令和３年 補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等向上課 ８月２３日 に係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 今後は、所属におけるチェッ補助金等の交付決定は、県が交付申 ク体制を強化し、複数の担当者請者に対して、補助事業等を行った による書類確認とスケジュール場合に一定金額の補助金等を交付す 管理を行い、補助金交付決定にる旨の意思決定である。令和２年度 係る事務を適時、適正に行うよにおいて、交付決定に当たり、実際 うに努める。に交付決定を行った日から１か月以 また、今後は、実績報告書の上遡った日付を交付決定日としてい 審査にあたり、補助事業者が実た事例が１件（交付決定額 12,229, 施した補助事業等の成果が適合000円）認められた。そして、補助 していることを審査するため、事業者等は、交付決定の内容及びこ 現地調査等を実施し、実績報告れに付された条件等に従い補助事業 書に添付された収支精算書に記等を行わなければならないこととさ 載の内容と支出証拠書類の突合
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れているが、上記の１件では、県が を行い、奈良県補助金等交付規実際に交付決定を行った日よりも前 則に基づいた適正な事務処理にに補助対象事業である旅行商品の企 努める。画等の事業に着手していた。 なお、当該補助金については、また、補助金等の交付決定につい 令和２年度の額の確定時、現地て、予算執行の統制のための手続と 調査等により、実績報告書に添して支出負担行為を行うこととされ 付された収支精算書に記載の内ている時期は、交付決定をするとき 容と、支出証拠書類の突合によとされているが、上記の１件では、 る確認を行った。交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。さらに、補助事業者等より実績報告書等の報告を受けた場合において、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査することとされているが、令和元年度の補助金等について、実績報告書に添付された収支決算書に記載された内容と支出証拠書類の突合等を行っておらず、審査が不十分のまま額の確定を行っていた事例が２件（交付決定額合計 2,091,000円）認められた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）観光プロモー 令和３年 補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等ション課 ８月２３日 に係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 今後は、奈良県会計規則等に補助金等の交付決定は、県が交付申 基づき、支出負担行為及び交付請者に対して、補助事業等を行った 決定等の適正な事務の執行に努場合に一定金額の補助金等を交付す めるとともに、補助金等の交付る旨の意思決定である。令和２年度 決定等において複数人によるチにおいて、交付決定に当たり、実際 ェックを行うなど決裁過程におに交付決定を行った日から大幅に遡 けるチェック体制を強化し、再った日付を交付決定日としていた事 発防止に努める。例が２件（交付決定額合計 32,135, また、実績報告書の審査にあ000円）認められた。その態様の内 たり、補助事業者が実施した補訳は、実際に交付決定を行った日か 助事業等の成果が適合しているら、①２か月以上遡った日付を交付 ことを審査するため、現地調査決定日としていた事例が１件、②３ 等を実施し、実績報告書に添付か月以上遡った日付を交付決定日と された収支精算書に記載の内容していた事例が１件となっていた。 と支出証拠書類の突合を行い、そして、補助事業者等は、交付決定 奈良県補助金等交付規則に基づの内容及びこれに付された条件等に いた適正な事務処理に努める。従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記の２件では、県が実際に交付決定を行っ
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た日よりも前に補助対象事業である商品造成等の事業に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記の２件では、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。さらに、補助事業者等より実績報告書等の報告を受けた場合において、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査することとされているが、令和元年度の補助金等について、実績報告書に添付された収支決算書に記載された内容と支出証拠書類の突合等を行っておらず、審査が不十分のまま額の確定を行っていた事例が３件（交付決定額合計 7,650,000円）認められた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則、奈とする経費について、予算執行の統 良県契約規則等に基づき、支出制のための手続として支出負担行為 負担行為及び契約書の作成事務を行うこととされている時期は、契 等の適正な執行に努めるととも約を締結するときとされているが、 に、契約書の作成事務等におい令和２年度の委託契約について、支 て複数人によるチェックを行う出負担行為を行うこととされている など決裁過程におけるチェック日から１か月以上遅延して支出負担 体制を強化し、再発防止に努め行為を行っていた事例が１件（契約 る。額 117,500,000円）認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条(契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為
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及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な補助金等の変更承認に係る不適切な取扱いについて取扱いについて取扱いについて取扱いについて令和元年度「知れば知るほど奈良 今後は、決裁過程におけるチはおもしろい」観光キャンペーン推 ェック体制を強化し、補助事業進事業負担金について、補助事業等 等に要する経費の配分の変更等に要する経費の配分の変更がある場 について複数人によるチェック合は、軽微な変更（20％以内の増減 を行うなど適正な事務の執行に）を除き、補助事業者は変更承認申 努める。請書等を提出し、知事の変更承認を受けなければならないとされているが、変更承認の手続を行っていない事例が１件（交付決定額 18,000,000円）認められた。今後は、奈良県補助金等交付規則及び一般財団法人奈良県ビジターズビューロー負担金交付要綱等に基づき、適正な事務の執行に努められたい。 （注意事項）ＭＩＣＥ推進 令和３年 資金前渡に係る不適切な事務処理に資金前渡に係る不適切な事務処理に資金前渡に係る不適切な事務処理に資金前渡に係る不適切な事務処理に室 ８月２３日 ついてついてついてついて資金の前渡を受けた者は、前渡資 資金前渡の事務処理について金に係る経費について精算書を作成 改めて注意喚起を行い、資金前し、これに支払に関して証拠となる 渡の速やかな精算、複数人によべき書類を添えて、随時の費用につ るチェックを行った。いては当該経費の支払完了後５日以 今後は、奈良県会計規則に基内に、支出命令者に提出して精算し づき、適正な事務執行に努める。なければならないのに、令和２年度の負担金について、資金前渡職員が精算をすべき期間から１か月以上遅延して精算を行っていた事例が１件（返納額 14,086円）認められた。今後は奈良県会計規則に基づき適正に処理されたい。 （注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則、奈とする経費について、予算執行の統 良県契約規則等に基づき、支出制のための手続として支出負担行為 負担行為及び契約書の作成事務を行うこととされている時期は、契 等の適正な執行に努めるととも約を締結するときとされているが、 に、年間スケジュールにより所令和２年度の委託契約等について、 属内で委託契約等の時期を共有支出負担行為を行うこととされてい するなど、実効性のあるチェッる日から大幅に遅延して支出負担行 ク体制を整備し、適正な事務処為を行っていた事例が４件（契約額 理と再発防止に努める。等合計 118,492,084円)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を業務完了後又は納品後に行っていた事例が３件、②業務完了前である
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が支出負担行為の遅延期間が３か月以上の事例が１件となっていた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）食と農の振興部農業水産振興 令和３年 補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な課 ７月９日 事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 奈良県補助金等交付規則、奈補助金等の額の確定は、県が報告書 良県会計規則等に基づき、適正等の書類審査及び必要に応じて行う な事務の執行に努めるととも現地調査等により、補助金等の交付 に、補助金等に係る額の確定通の決定の内容及びこれに付した条件 知等の進捗状況を把握できるチに補助事業者が実施した補助事業等 ェックシートを活用し、複数のの成果が適合したことを認め、交付 担当者がチェックするなど、実すべき補助金等の額を確定する旨の 効性のある内部統制の整備に取意思決定である。令和２年度におい り組み、再発防止に努める。て、実績報告書の提出を受けた日から額の確定を通知するまでの期間が３か月以上経過していた事例が１件(交付決定額 88,195円)認められた。このため、補助事業者への支払いも実績報告書を受け取った日から、３か月以上経過していた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）畜産課 令和３年 補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切７月９日 な事務処理についてな事務処理についてな事務処理についてな事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 奈良県補助金等交付規則、奈補助金等の交付決定は、県が交付申 良県会計規則等に基づき、支出請者に対して、補助事業等を行った 負担行為及び交付決定等の適正場合に一定金額の補助金等を交付す な事務の執行に努めるとともる旨の意思決定である。令和２年度 に、特に４月１日を支出負担行において、交付決定に当たり、実際 為日とする事業の一覧表を予めに交付決定を行った日から７か月以 作成し、総務ラインで財務シス上遡った日付を交付決定日としてい テムの入力状況だけでなく、決た事例が１件（交付決定額 6,000,0 裁済みか否かもチェックする体00円）認められた。そして、補助事 制を整備し、適正な事務処理に業者等は、交付決定の内容及びこれ 努める。に付された条件等に従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記では、県が実際に交付決定を行った日よりも前に補助対象事業である指定血統の子牛の購入経費の助成業務に着手していた。また、補助金等の交付決定につい
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て、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記では、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）担い手・農地 令和３年 貸付金に係る不十分な債権管理につ貸付金に係る不十分な債権管理につ貸付金に係る不十分な債権管理につ貸付金に係る不十分な債権管理につマネジメント ７月９日 いていていていて課 青年農業者等育成確保資金貸付金 「税外未収金に係る債権管理の未収金に係る債権管理事務におい の適正化に関する指針」に基づて、「税外未収金に係る債権管理の き、定期的に督促を実施すると適正化に関する指針」に規定されて ともに、債権管理簿等を活用しいる納付交渉や財産調査の手続きを 進捗状況を管理するなど内部に令和２年１月以降実施していなかっ おけるチェック体制を強化し、た事例が認められた。 適正な債権管理に努める。今後は、同指針の規定に従うとともに、内部におけるチェック体制を強化し、適正な債権管理に努めるべきである。 （指摘事項）補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な補助金等の額の確定に係る不適切な事務処理について事務処理について事務処理について事務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 令和元年度及び同２年度分補る補助金等の額の確定は、県が報告 助金については、既に実績報告書等の書類審査及び必要に応じて行 書に添付された収支決算書に記う現地調査等により、補助金等の交 載された内容と支出証拠書類等付の決定の内容及びこれに付した条 の突合等による審査を実施済み件に補助事業者が実施した補助事業 である。奈良県補助金等交付規等の成果が適合したことを認め、交 則等に基づき、補助金の額の確付すべき補助金等の額を確定する旨 定事務等の適正な執行に努めるの意思決定である。令和元年度にお とともに、あらかじめ当該年度いて、額の確定に当たり実績報告書 の審査予定計画を作成し、決裁に添付された収支決算書に記載され 過程においても審査の実施状況た内容と支出証拠書類等の突合等に 等を的確に管理するなど、チェよる審査を行わず額の確定を行って ック体制を整備し、適正な事務いた事例が３件（交付決定額合計 2 処理に努める。1,732,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）農村振興課 令和３年 補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切７月９日 な事務処理についてな事務処理についてな事務処理についてな事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 奈良県会計規則等に基づき、補助金等の交付決定は、県が交付申 支出負担行為及び交付決定事務請者に対して、補助事業等を行った 等の適正な執行に努めるととも
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場合に一定金額の補助金等を交付す に、事務進捗管理は複数の係でる旨の意思決定である。令和２年度 確認するなど、各段階で実効性において、交付決定に当たり、実際 のあるチェック体制を整備し、に交付決定を行った日から１か月以 適正な事務処理に努める。上遡った日付を交付決定日としていた事例が１件（交付決定額 914,000円）認められた。そして、補助事業者等は、交付決定の内容及びこれに付された条件等に従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記の１件では、県が実際に交付決定を行った日よりも前に補助対象事業である用水施設の設備整備点検等の業務に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定するときとされているが、上記の１件では、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）県土マネジメント部企画管理室 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について８月１２日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、組織として、チェッとする経費について、予算執行の統 ク体制を強化し、必要な書類に制のための手続として支出負担行為 ついて時機を失することなく確を行うこととされている時期は、契 認する等、事業執行におけるス約を締結するときとされているが、 ケジュール管理を行い、支出負令和２年度の備品購入契約につい 担行為事務の適正な執行と再発て、支出負担行為を納品後に行って 防止に努める。いた事例が1件(契約額 34,100円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）道路建設課 令和３年 補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事８月１２日 務処理について務処理について務処理について務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 道路関係団体への補助金の額る補助金等の額の確定は、県が報告 の確定については、団体事務局書等の書類審査及び必要に応じて行 から提出のあった実績報告書及う現地調査等により、補助金等の交 びこれに添付される収支決算書付の決定の内容及びこれに付した条 に記載の支出及び収入の行為に件に補助事業者が実施した補助事業 ついて、団体の事務局等に赴き、等の成果が適合したことを認め、交 領収書や預金通帳等の証拠書類
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付すべき補助金等の額を確定する旨 と突合して審査することを徹底の意思決定である。令和元年度にお した。いて、実績報告書に添付された収支 その上で、審査の結果報告書決算書に記載された内容と支出証拠 を課内で所属長まで決裁の上、書類の突合等による審査が不十分な 団体の事務を担当する職員とはまま額の確定を行っていた事例が１ 別の職員が額の確定及びその後件（交付決定額 450,000円）認めら の交付事務を実施することとしれた。 た。今後は、同規則等に基づき、適正 指摘の補助金については、令な事務の執行に努めるとともに、決 和２年度の補助金の額の確定事裁過程におけるチェック体制を整備 務について上記のとおり実施しするなど、実効性のある内部統制の ており、今後も実施することと整備に取り組まれたい。 している。（注意事項）補助金の交付事務に係る審査等の体補助金の交付事務に係る審査等の体補助金の交付事務に係る審査等の体補助金の交付事務に係る審査等の体制のあり方について制のあり方について制のあり方について制のあり方について県の担当課室が補助事業者等であ 道路整備促進期成同盟会奈良る実行委員会等の事務局を兼ねてい 県協議会及び奈良県道路利用者る場合、利益相反のおそれがあるた 会議の補助金の申請及び交付事め、当該補助金等の交付事務に係る 務については、年間を通じて団責任者及び担当職員を、実行委員会 体事務局として事務を担当する等の事務局長及び事務局員と別の者 職員を決定し、団体の申請業務にする等、より透明性の高い審査体 は必ずその職員が行うことと制とするよう努めることとされてい し、県の交付事務は必ずその職るが、道路整備促進期成同盟会奈良 員とは別の職員が実施する体制県協議会及び奈良県道路利用者会議 とした。への補助金については、補助金の交 令和２年度補助金の事務局の付事務を担当する職員を、当該補助 実績報告及び県の補助金額の確金の交付申請や交付対象事業を行う 定業務から現在まで当該体制で同団体の事務局員と兼務させ別の者 交付事務を実施している。にしていなかった。今後、補助金の交付事務の執行に当たっては、交付事務担当職員を同団体の事務局員と別の者にするなど、補助金の適切な審査の確保が図られるよう、審査等の体制を整備されたい。 （意見事項）河川整備課 令和３年 自動車使用伺兼使用報告書の承認・自動車使用伺兼使用報告書の承認・自動車使用伺兼使用報告書の承認・自動車使用伺兼使用報告書の承認・８月１１日 確認の不備について確認の不備について確認の不備について確認の不備について自動車の使用に当たっては、自動 自動車の管理及び使用に関す車使用伺兼使用報告書により、所属 る規則に基づき、自動車を使用長の使用承認を受け、使用後その使 する際には、自動車使用伺兼使用状況を所属長に報告することとさ 用報告書により使用責任者自身れているが、令和元年度の使用（１ が、使用前に所属長の承認を受台分 使用回数合計 １７３回）につ け、使用後には所属長に使用状いて、所属長による使用報告の確認 況を報告する運用を徹底し、適が全く行われていなかった。また、 正な事務処理に努める。令和２年度の使用（１台分 使用回数合計 ５２回）について、所属長による使用承認、使用報告の確認が全く行われていなかった。今後は、自動車の管理及び使用に関する規則に基づき、適正な事務処
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理に努められたい。 （注意事項）砂防・災害対 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について策課 ８月１１日 委託料、工事請負費等契約を必要 支出負担行為の事務処理手順とする経費について、予算執行の統 を共有するため、改めて「契約制のための手続として支出負担行為 締結権限等の委任及び支出負担を行うこととされている時期は、契 行為等の手続に係る事務処理の約を締結するときとされているが、 整理区分」表および「物品の分令和２年度の備品購入契約につい 類基準」を所属内で共有のうえて、支出負担行為を納品後に行って 事務処理手順を周知し、奈良県いた事例が１件(契約額 33,800円) 会計規則等に則った適正な事務認められた。 執行と遅延の再発防止に努め今後は、奈良県会計規則等に基づ る。き、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備にに取り組むべきである。 （指摘事項）地域デザイン推進局まちづくり連 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について携推進課 ７月２９日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則等に基づき、とする経費について、予算執行の統 支出負担行為事務の適正な執行制のための手続として支出負担行為 に努めるとともに、複数の担当を行うこととされている時期は、契 者による書類確認等により所属約を締結するときとされているが、 におけるチェック体制を強化令和元年度の備品購入契約につい し、実効性のある内部統制の整て、支出負担行為を納品後に行って 備に取り組む。いた事例が１件(契約額 40,700円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）奈良公園室 令和３年 負担金の交付事務にかかる審査等の負担金の交付事務にかかる審査等の負担金の交付事務にかかる審査等の負担金の交付事務にかかる審査等の７月２９日 体制のあり方について体制のあり方について体制のあり方について体制のあり方について県の担当課室が補助事業者等であ 令和３年度奈良公園バスターる実行委員会等の事務局を兼ねてい ミナルイベント実行委員会へのる場合、利益相反のおそれがあるた 負担金について、負担金の交付め、当該補助金等の交付事務に係る 事務の執行に当たっては、交付責任者及び担当職員を、実行委員会 事務担当職員を実行委員会の事等の事務局長及び事務局員と別の者 務職員と別の者にし、負担金のにする等、より透明性の高い審査体 適切な審査体制を確保した。今制とするよう努めることとされてい 後も、適正な事務の執行に努めるが、令和２年度奈良公園バスター る。ミナルイベント実行委員会への負担金については、負担金の交付事務を担当する職員を、当該負担金の交付申請や交付対象事業を行う同実行委員会の事務局員と兼務させ別の者にしていなかった。今後、負担金の交付事務の執行に当たっては、交付事務担当職員を実
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行委員会の事務職員と別の者にするなど、負担金の適切な審査の確保が図られるよう、審査等の体制を整備されたい。 （意見事項）補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事補助金の額の確定に係る不適切な事務処理について務処理について務処理について務処理について奈良県補助金等交付規則等に定め 令和３年度においては、奈良る補助金等の額の確定は、県が報告 県補助金等交付規則等に基づ書等の書類審査及び必要に応じて行 き、額の確定に当たり、実績報う現地調査等により、補助金等の交 告書に添付された収支決算書に付の決定の内容及びこれに付した条 記載された内容と支出証拠書類件に補助事業者が実施した補助事業 の突合を補助事業者の事務所に等の成果が適合したことを認め、交 赴いて実施した。また、実施記付すべき補助金等の額を確定する旨 録について復命書を作成し、その意思決定である。令和２年度にお の写しを額確定の起案に添付しいて、額の確定に当たり実績報告書 た。今後も、同規則等に基づき、に添付された収支決算書に記載され 適正な事務の執行に努める。た内容と支出証拠書類等の突合等による審査を行わず額の確定を行っていた事例が１件（交付決定額 7,600,000円）認められた。今後は、同規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書作成事務等の適正なを行うこととされている時期は、契 執行に努めるともに、複数の担約を締結するときとされているが、 当者による書類確認等により所令和２年度の工事請負契約につい 属におけるチェック体制を強化て、支出負担行為を行うこととされ し、実効性のある内部統制の整ている日から１か月以上遅延して支 備に取り組む。出負担行為を行っていた事例が１件(契約額 21,802,000円)認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程にお
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けるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）住まいまちづ 令和３年 行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りに行政財産使用料の調定事務の誤りにくり課 ７月２９日 ついてついてついてついて奈良県行政財産使用料条例に基づ 行政財産使用料条例に基づきく行政財産使用料の適用を誤ったこ 使用料の算定を正確に行い、行と等(使用許可件数の誤り・同条例 政財産使用許可及び行政財産使に定める単価及び級地の適用誤り) 用料調定事務の手続き毎に作成により、令和元年度及び令和２年度 していた台帳を一元化し、誤りの共架電線等に係る行政財産使用料 がないよう複数の職員でチェッについて、調定不足が４件（不足額 クを行う体制を整備し、適正な合計 115,675円）認められた。令和 事務処理に努める。２年４月にその誤りに気がつき、所要の手続きを行っていた。今後は、同条例に基づき、調定事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。（注意事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、契約約を締結するときとされているが、 案件、契約時期を一覧できるチ令和２年度の使用料及び賃借料につ ェックリストを作成して進捗状いて、支出負担行為を行うこととさ 況を的確に管理するなど、各段れている日から１か月以上遅延して 階で実効性のあるチェック体制支出負担行為を行っていた事例が１ を整備し、適正な事務処理に努件(契約額 805,800円)認められた。 める。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）水 道 局水道局 令和３年 児童手当の二重払いについて児童手当の二重払いについて児童手当の二重払いについて児童手当の二重払いについて８月１９日 令和２年度の児童手当の支給につ 支給の手続きを行う際、不要
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いて、職員に二重に支出していた事 なデータを手作業で取り除いて例（支給額合計 1,200,000円）が いたことにより誤りが発生した認められた。令和３年２月にその誤 ため、自動で不要なデータを取りに気がつき、所要の手続きを行っ り除くようシステム改修を行っていた。 た。今後は、債務確認の徹底とチェック体制の強化を図り、再発防止に努められたい。 （注意事項）議 会 事 務 局議会事務局 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について８月２０日 委託料、工事請負費等契約を必要 見積書原本の入手等の事務手とする経費について、予算執行の統 続について契約業者と速やかに制のための手続として支出負担行為 行うとともに、 物品購入伺のを行うこととされている時期は、契 決裁について会計局との連携調約を締結するときとされているが、 整を行うことで、支出負担行為令和元年度及び令和２年度の備品購 及び契約手続等の適正な執行と入契約について、支出負担行為を納 再発防止に努める。品後に行っていた事例が３件(契約額合計 87,934円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）教 育 委 員 会企画管理室 令和３年 補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切８月１９日 な事務処理についてな事務処理についてな事務処理についてな事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 今後は、奈良県補助金等交付補助金等の交付決定は、県が交付申 規則、奈良県会計規則等に基づ請者に対して、補助事業等を行った き、交付決定等の事務処理を計場合に一定金額の補助金等を交付す 画的に行うとともに、交付決定る旨の意思決定である。令和２年度 時期を一覧できるチェックリスにおいて、交付決定に当たり、実際 トを作成して、複数の職員によに交付決定を行った日から１か月以 るスケジュール管理を行うな上３か月未満遡った日付を交付決定 ど、所属におけるチェック体制日としていた事例が２件（交付決定 を強化し、適正な事務の執行と額合計 350,000円）認められた。そ 再発防止に努める。して、補助事業者等は、交付決定の内容及びこれに付された条件等に従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記のうち１件では、県が実際に交付決定を行った日よりも前に補助対象事業である研修会等等の事業に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記の２件では、交付決定日としていた日付と同様に
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支出負担行為の日付を遡っていた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）教育政策推進 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅課 ８月１９日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、契約約を締結するときとされているが、 案件、契約時期を一覧できるチ令和２年度の賃貸借契約について、 ェックリストを作成して進捗状支出負担行為を行うこととされてい 況を的確に管理するなど、各段る日から１か月以上遅延して支出負 階で実効性のあるチェック体制担行為を行っていた事例が１件（契 を整備し、適正な事務処理に努約額 642,400円）認められた。 める。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記の１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）学校支援課 令和３年 高等学校等育成奨学金貸付金償還金高等学校等育成奨学金貸付金償還金高等学校等育成奨学金貸付金償還金高等学校等育成奨学金貸付金償還金８月１９日 の納入通知書の誤送付についての納入通知書の誤送付についての納入通知書の誤送付についての納入通知書の誤送付について令和２年度の高等学校等育成奨学 納付書や返還督促にかかる通金貸付金償還金において、納入通知 知等を発送する際は、管理番号書を納入義務者でない者に送付し、 だけでなく住所氏名も確認する収納していた事例が２件（調定額合 ことに加え、封入作業に携わっ計 45,000円）認められた。 ていない職員を含めた２段階で今後は、奈良県会計規則に基づき、 のチェック体制による確認を徹適正な事務の執行に努めるととも 底し、再発防止策を図る。に、チェック体制を整備するなど、 また、人為的なミスをなくす実効性のある内部統制の整備に取り ため、封入封かん機の導入を検組むべきである。 （指摘事項） 討する。支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて令和２年度の郵便切手の購入につ 今後は奈良県予算規則等に基いて、経費の性質が通信運搬費であ づき、正しい予算科目で支出することから予算科目を役務費で支出 るため、所属におけるチェックすべきであったのに、需用費で支出 体制を強化し、複数の担当者にしていた事例が１件（支出額 12,00 よる書類確認を行い、適正な執
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0円）認められた。今後は奈良県予 行と再発防止に努める。算規則に従い、適正な予算科目で支出されたい。 （注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、複数の担当者によるとする経費について、予算執行の統 書類確認と進捗管理シートを作制のための手続として支出負担行為 成しスケジュール管理を行うなを行うこととされている時期は、契 ど、所属におけるチェック体制約を締結するときとされているが、 を強化し、関係法令、奈良県会令和２年度の委託契約について、支 計規則、奈良県契約規則等に基出負担行為を業務完了後に行ってい づき、支出負担行為の適正な執た事例が１件（契約額 990,000円） 行と再発防止に努める。認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）学校教育課 令和３年 郵便切手等交付簿の記載漏れについ郵便切手等交付簿の記載漏れについ郵便切手等交付簿の記載漏れについ郵便切手等交付簿の記載漏れについ８月１９日 てててて令和元年度の郵便切手等交付簿に 郵便切手交付簿等をデジタルおいて、購入した切手465,472円の 化し､共有フォルダに保存したうち計298,560円分の購入と計306,4 ファイルに使用者本人が確実に70円分の使用の記載がされておら 記帳したうえで責任をもって切ず、880円分を令和２年度の郵便切 手を取り出すこととし、総務係手等交付簿に購入分として誤って記 でモニタリングにより管理する載していた。また、購入したレター ともに､定期的に数量確認を行パック62,540円のうち計7,500円分 う体制を整備した。の購入と使用の記載もなかった。こ また、課内室や庁内外分室ものため、受払の状況を事後的に確認 含め全職員宛メールや係長会議できない状況であった。 など、機会ある毎に使用方法の郵便切手等は換金性が高く、現金 是正について周知徹底､注意喚と同様の取扱いが必要である。 起した。今後は、奈良県会計規則に基づき、郵便切手等の適正な管理に努めるとともに、実効性のあるチェック体制の整備を図られたい。（注意事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、各係約を締結するときとされているが、 でのチェック体制の整備、総務令和２年度の委託契約について、支 係における督促･助言など全体出負担行為を行うこととされている の進捗管理により、適正な事務日から１か月以上３か月未満遅延し 処理に努める。て支出負担行為を行っていた事例が４件（契約額等合計 5,306,578円）認められた。契約の締結をしようとするときは
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奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記のうち３件（契約額合計 4,510,810円）では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）人権・地域教 令和３年 郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について郵便切手の過大な保有について育課 ８月１９日 令和２年度末の郵便切手の保有残 今後は、年度末の保有残高が高は139,810円となっており、年間 多額にならないよう、使用予定使用額に照らして多額となってい 数の把握及び郵便切手交付簿のた。 残高確認を的確に行い、適正な郵便切手は換金性が高く、現金と 郵便切手の保有に努める。同様の取扱いが必要である。安全な管理のためにも、使用状況を的確に把握し、その保有は必要最小限にとどめるとともに、必要に応じ購入抑制をするなど効率的な予算執行に努められたい。 （注意事項）補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切補助金等の交付決定等に係る不適切な事務処理についてな事務処理についてな事務処理についてな事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 今後は、奈良県補助金等交付補助金等の交付決定は、県が交付申 規則、奈良県会計規則等に基づ請者に対して、補助事業等を行った き、交付決定等の事務処理を計場合に一定金額の補助金等を交付す 画的に行うとともに、複数の職る旨の意思決定である。令和２年度 員によるスケジュール管理を行において、交付決定に当たり、実際 うなど、所属におけるチェックに交付決定を行った日から１か月以 体制を強化し、適正な事務の執上３か月未満遡った日付を交付決定 行と再発防止に努める。日としていた事例が３４件（交付決定額合計 45,421,000円）認められた。そして、補助事業者等は、交付決定の内容及びこれに付された条件等に従い補助事業等を行わなければならないこととされているが、上記の３４件では、県が実際に交付決定を行った日よりも前に補助対象事業である協議会の開催等の事業に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記の３４件で
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は、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、関係法令、奈良県会とする経費について、予算執行の統 計規則、奈良県契約規則等に基制のための手続として支出負担行為 づき、支出負担行為の事務等のを行うこととされている時期は、契 適正な執行に努めるとともに、約を締結するときとされているが、 複数の担当者による書類確認と令和２年度の備品購入契約につい スケジュール管理を行うなど、て、支出負担行為を納品後に行って 所属におけるチェック体制を強いた事例が１件(契約額 49,500円) 化し、適正な執行と再発防止に認められた。 努める。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）保健体育課 令和３年 補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等補助金等の交付決定及び額の確定等８月１９日 に係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理についてに係る不適切な事務処理について奈良県補助金等交付規則に定める 奈良県補助金等交付規則等に補助金等の交付決定は、県が交付申 基づき、支出負担行為及び交付請者に対して、補助事業等を行った 決定等の適正な執行に努めると場合に一定金額の補助金等を交付す ともに、交付決定時期等を一覧る旨の意思決定である。令和２年度 できるチェックリストを作成しにおいて、交付決定に当たり、実際 て進捗状況を複数人で的確に管に交付決定を行った日から１か月以 理するなど、各段階で実効性の上３か月未満遡った日付を交付決定 あるチェック体制を整備し、適日としていた事例が３件（交付決定 正な事務処理に努める。額合計 10,325,000円）認められた。 また、補助事業の適切な審査そして、補助事業者等は、交付決定 を担保するため、現地調査を実の内容及びこれに付された条件等に 施し、実績報告書等の内容に基従い補助事業等を行わなければなら づく支出証拠書類の確認、補助ないこととされているが、上記の３ 事業者への聴取を行い、適正な件では、県が実際に交付決定を行っ 事務の執行に努める。た日よりも前に補助対象事業である大会開催業務に着手していた。また、補助金等の交付決定について、予算執行の統制のための手続きとして支出負担行為を行うこととされている時期は、交付決定をするときとされているが、上記の３件では、交付決定日としていた日付と同様に支出負担行為の日付を遡っていた。さらに、補助事業者等より実績報告書等の報告を受けた場合において、当該報告
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書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査することとされているが、令和元年度及び令和２年度の補助金等について、実績報告書に添付された収支決算書に記載された内容と支出証拠書類の突合等を行っておらず、審査が不十分のまま額の確定を行っていた事例が２１件（交付決定額合計 21,571,900円）認められた。今後は、同規則、奈良県会計規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の適正な執行に努めるとともを行うこととされている時期は、契 に、備品購入時には一覧表を作約を締結するときとされているが、 成して進捗状況を複数人で的確令和２年度の備品購入契約につい に管理するなど、各段階で実効て、支出負担行為を納品後に行って 性のあるチェック体制を整備いた事例が１件(契約額 49,720円) し、適正な事務処理に努める。認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）
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イ出先機関部局及び所属名 実施年月日 監 査 結 果 措 置 の 内 容こども・女性局女性センター 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について３月２３日 委託料、工事請負費等契約を必要 支出負担行為の遅延についてとする経費について、予算執行の統 は昨年度も指摘を受けているこ制のための手続として支出負担行為 とから、奈良県会計規則等に基を行うこととされている時期は、契 づき、遅滞なく支出負担行為を約を締結するときとされているが、 行うよう、職員に再度、周知徹令和２年度の備品購入契約につい 底を図った。て、支出負担行為を納品後に行って 今後は、課内における事務処いた事例が１件(契約額 110,005円) 理状況の情報共有を行うため、認められた。 管理簿を作成し進捗管理するな今後は、奈良県会計規則等に基づ ど、実効性のある内部統制の整き、支出負担行為事務の適正な執行 備に取り組み、支出負担行為事に努めるとともに、決裁過程におけ 務の適正な執行に努める。るチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）高田こども家 令和３年 現金出納簿の未作成について現金出納簿の未作成について現金出納簿の未作成について現金出納簿の未作成について庭相談センタ ３月２２日 出納員は現金出納簿を備え、必要 奈良県会計規則に基づき、現ー な事項を記載するものとされている 金出納簿の作成を行ったうえ、のに、令和元年度及び令和２年度に 適正な事務の執行について、職おいて、現金出納簿を作成していな 員に周知徹底を行った。かった。今後は、奈良県会計規則に基づき、適正な事務の執行に努めるべきである。 （指摘事項）随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について物件の借入れにおいて、随意契約 地方自治法及び奈良県契約規によることができる場合は、予定価 則等に基づき、契約事務等の適格が８０万円を超えないものとされ 正な執行に努めるとともに、契ているのに、令和元年度の電話機の 約案件、契約時期、随意契約に賃貸借契約について、予定価格を定 よることができる場合の根拠等めず、少額随意契約に該当するかの を一覧できるチェックリストを根拠がないまま、随意契約によるこ 作成して、契約内容を的確に管とができる上限額を超えた契約（契 理するなど、各段階で実効性の約額 月額 14,080円 リース期間総 あるチェック体制を整備し、適額 1,182,720円）を見積競争により 正な事務処理に努める。締結していた事例が認められた。今後は、地方自治法及び奈良県契約規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、チェック体制の充実を図り、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。（指摘事項）福 祉 医 療 部心身障害者福 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について祉センター ３月２２日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後、備品購入に際しては、
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とする経費について、予算執行の統 契約案件、契約時期を一覧でき制のための手続として支出負担行為 るチェックリストを作成して進を行うこととされている時期は、契 捗状況を的確に管理するととも約を締結するときとされているが、 にこれを所内で共有して、契約令和元年度の備品購入契約につい 後に支出負担行為を行うことのて、支出負担行為を納品後に行って ないように細心の注意を払う。いた事例が４件(契約額合計 190,640円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）藤の木学園 令和３年 随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の随意契約によることができる場合の３月２３日 上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について上限額を超える契約の締結について委託契約において、随意契約によ 今回、指摘を受けた委託契約ることができる場合は、予定価格が について、令和３年度は競争入１００万円を超えないものとされて 札による契約の締結を実施しいるのに、令和２年度の洗濯業務委 た。託契約について、設定した予定価格 今後は、地方自治法及び奈良が１００万円を超えているにもかか 県契約規則等の関係箇所を係員わらず、競争入札に適さない明確な に周知徹底するとともに、所属根拠がないのに、随意契約により、 における複数の担当者によるチ見積合せも省略し、契約を締結して ェック体制を強化し、適正な契いた事例（契約額 3,003,000円）が 約事務の執行と再発防止に努め認められた。 る。今後は、地方自治法及び奈良県契約規則等に基づき、適正な事務の執行に努めるとともに、チェック体制の充実を図り、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。（指摘事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は同様の事例が発生するとする経費について、予算執行の統 ことのないよう、奈良県会計規制のための手続として支出負担行為 則等の関係箇所を係員に周知徹を行うこととされている時期は、契 底するとともに、所属における約を締結するときとされているが、 チェック体制を強化し、複数の令和２年度の委託契約等について、 担当者による書類確認とスケジ支出負担行為を行うこととされてい ュール管理を行い、適正な支出る日から１か月以上遅延して支出負 負担行為事務の執行と再発の防担行為を行っていた事例が２件(契 止に努める。約額合計 159,526円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含かい長へ委任された事務の範囲に含まれていない契約締結についてまれていない契約締結についてまれていない契約締結についてまれていない契約締結について
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令和２年度の委託契約１件（契約 今回、注意を受けた委託契約額 184,800円）について、奈良県契 について、令和３年度は障害福約規則第２６条等により藤の木学園 祉課において契約の締結を実施の園長に委任された契約締結に関す した。る事務の範囲には含まれておらず、 今後は、奈良県契約規則等の公有財産規則第４条第３項により障 関係箇所を係員に周知徹底する害福祉課が管理する公有財産である とともに、所属における複数の旧筒井寮の維持管理上必要な契約に 担当者によるチェック体制を強係る契約締結に関する事務を当該学 化し、適正な契約事務の執行と園の園長が行っていた。 再発防止に努める。今後は、奈良県契約規則及び関係通知に基づき、適正な契約事務の執行に努められたい。 （注意事項）建設工事請書を徴取していない契約建設工事請書を徴取していない契約建設工事請書を徴取していない契約建設工事請書を徴取していない契約についてについてについてについて建設工事の請負契約の締結に当た 今後は同様の事例が発生するっては、契約額１００万円未満の契 ことのないよう、奈良県会計規約等で契約書の作成を省略する場合 則等の関係箇所を係員に周知徹でも、建設工事請書を契約の相手方 底するとともに、所属におけるから徴取することとされているが、 チェック体制を強化し、決裁過令和２年度の建設工事請負契約につ 程における複数の担当者によるいて、請書を徴取していなかった事 書類確認を行い、適正な契約事例が１件（契約額 132,000円）認め 務の執行と再発の防止に努められた。 る。今後は、奈良県契約規則及び会計局通知に基づき、契約事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）水循環・森林・景観環境部森林技術セン 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延についてター ４月２１日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則に基づき、遅とする経費について、予算執行の統 滞なく支出負担行為を行うよう制のための手続として支出負担行為 職員への周知徹底を行った。を行うこととされている時期は、契 今後は、各課員が課内におけ約を締結するときとされているが、 る事務処理状況の的確な把握に令和２年度の備品購入契約につい 務めるとともに、積極的な情報て、支出負担行為を納品後に行って 共有等によりチェック体制を強いた事例が１件(契約額 49,958円) 化し、支出負担行為の適正な執認められた。 行に努める。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）産業・観光・雇用振興部競輪場 令和３年 施設賃貸料の調定事務の遅延につい施設賃貸料の調定事務の遅延につい施設賃貸料の調定事務の遅延につい施設賃貸料の調定事務の遅延につい
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８月２３日 てててて令和元年度及び令和２年度の施設 今後は、奈良県公有財産規則賃貸料について、奈良県公有財産規 等に基づき、適正な事務の執行則で定められた納期限を経過した後 に努める。（最長で２３か月経過)に納入の通 調定予定期日を明記した一覧知を行っていた事例が２２件（調定 表の活用により、事務執行の確額合計 1,494,534円）認められた。 認体制の強化を行うとともに、今後は、奈良県会計規則、奈良県 早期に事務手続を開始すること公有財産規則に基づき、調定事務の により再発防止に努め、実効性適時適正な執行に努めるとともに、 のある内部統制の整備に取り組決裁過程におけるチェック体制を整 む。備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。（指摘事項）契約保証金免除に係る不適切な事務契約保証金免除に係る不適切な事務契約保証金免除に係る不適切な事務契約保証金免除に係る不適切な事務処理について処理について処理について処理について工事請負契約に係る契約保証金に 今後は、奈良県契約規則に基ついて、受注者が締結した履行保証 づき、適正な事務の執行に努め保険契約の締結日よりも前に、契約 る。保証金を免除し、建設工事請負契約 契約締結前に複数の担当者に（契約額 5,720,000円）を締結して よる書類確認を徹底することでいた事例が１件認められた。 所属におけるチェック体制を強今後は、奈良県契約規則に基づき、 化し、再発防止に努める。適正な事務の執行に努められたい。（注意事項）内部統制の強化・充実について内部統制の強化・充実について内部統制の強化・充実について内部統制の強化・充実について前回の監査において、内部統制の 事務の執行に際しては、関係充実について注意事項として改善を 法令や規則等の確認を徹底し、求めたところであるが、今回の監査 特に指導のあった点について所においても、調定事務等について、 属内研修等で情報を共有し、再不適正な事務処理が多数認められ 発防止に努める。た。 また、管理職による決裁過程事務の執行に当たっては、関係法 程におけるチェック体制を一層令や規則等に基づいて処理するとと 強化し、実効性のある内部統制もに、決裁過程におけるチェック体 の整備に取り組む。制を強化するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）奈良しごとｉ 令和３年 郵便切手等交付簿の検査漏れについ郵便切手等交付簿の検査漏れについ郵便切手等交付簿の検査漏れについ郵便切手等交付簿の検査漏れについセンター （高 ３月２３日 てててて田しごとｉセ 郵便切手等交付簿は、毎月月末に 今後は、奈良県会計規則に基ンター を含 月計累計の締高をつけ、累計にかい づき、適正な管理に努めるととむ。） 長の検印を受けることとされている もに、複数の職員で照合処理をのに、平成３０年４月から令和２年 行うなどチェック体制を強化１０月までの各月の累計（受入額合 し、再発防止に努める。計 61,263円 払出額合計 41,904円）にかい長の検印を全く受けていなかった。郵便切手等は換金性が高く、現金と同様の取扱いが必要である。今後は、奈良県会計規則に基づき、郵便切手等の適正な管理に努めるととも
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に、実効性のあるチェック体制の整備を図られたい。 （注意事項）公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施につ公用車の定期点検整備の不実施についていていていて公用車の定期点検整備について 公用車の定期点検整備についは、道路運送車両法により自動車の ては、道路運送車両法を遵守し、使用者に６か月ごと等の定期点検整 各公用車の定期点検実施計画表備の実施が義務づけられており、平 を作成し、今後、定期点検整備成３０年１０月には公用車の定期点 の確実な実施に努める。検整備の実施の徹底を図るよう総務部長通知が発出されているのに、令和元年度及び令和２年度において、公用車１台について定期点検整備を実施していなかった。定期点検整備の不実施による整備不良に起因する事故発生のおそれも危惧されることから、今後は、同法、同通知等に基づき、公用車の定期点検整備を適切に実施されたい。（注意事項）産業会館 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について４月２１日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、奈良県会計規則等にとする経費について、予算執行の統 基づき、支出負担行為事務の適制のための手続として支出負担行為 正な執行に努める。を行うこととされている時期は、契 決裁過程におけるチェック体約を締結するときとされているが、 制の強化及びスケジュール管理令和２年度の備品購入契約につい の徹底により適正な事務の執行て、支出負担行為を納品後に行って と再発防止に努め、実効性のあいた事例が２件（契約額合計 691,4 る内部統制の整備に取り組む。60円）認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について契約の締結に当たっては、契約書 今後は、奈良県契約規則及びの作成を省略できる場合でも、建設 会計局通知に基づき、契約事務工事の請負契約以外で契約金額が１ の適正な執行に努める。００万円未満５０万円以上の契約に 複数の職員による書類確認をおいては、契約内容について誓約さ 行うチェック体制を強化し、再せる意味を有する請書を契約の相手 発防止に努め、実効性のある内方から徴取することとされている 部統制の整備に取り組む。が、令和元年度の契約金額が１００万円未満５０万円以上の機器修繕の契約について、請書を徴取していなかった事例が１件（契約額 836,000円）認められた。今後は、奈良県契約規則及び会計局通知に基づき、契約事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程に
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おけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）食と農の振興部中部農林振興 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について事務所 ８月５日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、備品約を締結するときとされているが、 購入契約についての支出負担行令和元年度の備品購入契約につい 為の作成は、見積書の開封後、て、支出負担行為を納品後に行って 発注時に速やかに行い、適正ないた事例が１件(契約額 124,200円) 事務処理に努める。認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）東部農林振興 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について事務所 ７月１４日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の適正な執行に努めるとともを行うこととされている時期は、契 に、契約案件、契約時期を一覧約を締結するときとされているが、 できるチェックリストを作成し令和２年度の賃貸借契約について、 て進捗状況を的確に管理するな支出負担行為を行うこととされてい ど、各段階で実効性のあるチェる日から１か月以上遅延して支出負 ック体制を整備し、適正な事務担行為を行っていた事例が１件（契 処理に努める。約額等 42,120円)認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）家畜保健衛生 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について所 ６月７日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、契約約を締結するときとされているが、 案件、契約時期を一覧できるチ令和元年度の備品購入契約につい ェックリストを作成して進捗状て、支出負担行為を納品後に行って 況を的確に管理するなど、各段いた事例が１件(契約額 180,400円) 階で実効性のあるチェック体制認められた。 を整備し、適正な事務処理に努今後は、奈良県会計規則等に基づ める。き、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）
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県土マネジメント部流域下水道セ 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延についてンター ８月２０日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後は管理職により、適正なとする経費について、予算執行の統 時期に支出負担行為がなされて制のための手続として支出負担行為 いるか確認し、遅延を防止する。を行うこととされている時期は、契 特に、庁舎管理委託等年度当初約を締結するときとされているが、 に契約を行うものについてはリ令和２年度の委託契約等について、 スト化し、支出負担行為が済ん支出負担行為を行うこととされてい でいるかどうかを厳に確認する日から大幅に遅延して支出負担行 る。為を行っていた事例が５件(契約額合計 49,891,380円)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を納品後に行っていた事例が１件、②業務完了前であるが支出負担行為の遅延期間が1か月以上３か月未満の事例が４件となっていた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）需用費の二重払について需用費の二重払について需用費の二重払について需用費の二重払について令和元年度の需用費（光熱水費） 出納確認の際、支払予定表をについて、契約の相手方に二重に支 公営企業会計システムより出力出していた事例が１件（支出額 48, 印刷し、同一案件の支払予定が136円）認められた。 ないかを確認する。今後は、奈良県会計規則等に基づ このことにより、二重払いをき、支出事務の適正な執行に努める 防止する。とともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）地域デザイン推進局県営住宅管理 令和３年 資金前渡に係る過渡金の戻入につい資金前渡に係る過渡金の戻入につい資金前渡に係る過渡金の戻入につい資金前渡に係る過渡金の戻入につい事務所 ８月２０日 てててて令和２年度の負担金（甲種防火管 奈良県会計規則等に基づく適理新規講習受講料）の資金前渡にお 切な事務処理を各職員に徹底すいて過渡しが生じたため、当該過渡 るとともに、複数職員によるチ金について戻入手続きを行うべきと ェック体制を強化する。ころ、その手続を行っていなかった また不明点等については、会事例が１件（8,000円）認められた。 計局に事前確認を行い、適切なまた、戻入を行うべき前渡資金で別 事務執行と再発防止に努める。の負担金の支出を行っていた。今後は、奈良県会計規則に基づき、適正な事務の執行に努められたい。（注意事項）教 育 委 員 会生駒高等学校 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について



40

６月７日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、事業の進捗管理を一とする経費について、予算執行の統 覧できる支出負担行為チェック制のための手続として支出負担行為 シート様式を活用して体制整備を行うこととされている時期は、契 を行うとともに案件の把握を行約を締結するときとされているが、 う。令和２年度の委託契約等について、 また、工事・委託の発注から支出負担行為を業務完了後又は納品 支払いまでの進捗状況について後に行っていた事例が２件(契約額 チェックシートを作成して、処合計 65,780円）認められた。 理状況を明記し係単位で共通認今後は、奈良県会計規則等に基づ 識を持つとともに複数人によるき、支出負担行為事務の適正な執行 チェック体制による管理を行に努めるとともに、決裁過程におけ い、奈良県会計規則等に基づいるチェック体制を整備するなど、実 た適正な事務の執行と再発防止効性のある内部統制の整備に取り組 に努める。むべきである。 （指摘事項）大和中央高等 令和３年 通信教育受講料の調定事務の遅延に通信教育受講料の調定事務の遅延に通信教育受講料の調定事務の遅延に通信教育受講料の調定事務の遅延に学校 ６月７日 ついてついてついてついて令和２年度の通信教育受講料につ 奈良県立学校における授業料いて、「奈良県立高等学校授業料、 等に関する条例及び奈良県立高通信教育受講料及び入学料徴収事務 等学校授業料、通信教育受講料取扱要綱」で定められた納期限（５ 及び入学料徴収事務取扱要綱に月２８日）を経過した後に、遅延し 基づき、調定事務の適正な執行て調定及び納入の通知を行っていた に努めるとともに、年間スケジ事例が３件（５６名分 調定額合計 ュール表を作成して複数の職員447,552円）認められた。 で進捗状況を管理するなどチェ今後は、奈良県立学校における授 ック体制を整備し、適正な事務業料等に関する条例及び同要綱に基 の執行と再発防止に努める。づき、調定事務の適正な執行に努めるとともに、再発防止に向けた内部のチェック体制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の作成事務等の適正な執行に努を行うこととされている時期は、契 めるとともに、契約案件の進捗約を締結するときとされているが、 状況が一覧できるチェックリス令和２年度の備品購入契約につい トを作成してスケジュールを管て、支出負担行為を納品後に行って 理するなどチェック体制を整備いた事例が１件(契約額 50,600円) し、適正な事務処理に努める。認められた。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）桜井高等学校 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅７月３０日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の作成事務等の適正な執行に努を行うこととされている時期は、契 めるとともに、契約案件の進捗
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約を締結するときとされているが、 状況が一覧できるチェックリス令和２年度の工事請負契約につい トを作成してスケジュールを管て、支出負担行為を業務完了後に行 理するなどチェック体制を整備っていた事例が１件（契約額 2,01 し、適正な事務処理に努める。3,000円)認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条(契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記１件では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）大宇陀高等学 令和３年 高等学校等就学支援金の調定事務の高等学校等就学支援金の調定事務の高等学校等就学支援金の調定事務の高等学校等就学支援金の調定事務の校 ４月２１日 誤りについて誤りについて誤りについて誤りについて高等学校等就学支援金の支給に関 今後は、複数の担当者によるする法律に基づいて文部科学省から 書類確認を行うなど、所属にお交付を受ける令和元年度の高等学校 けるチェック体制を強化し、奈等就学支援金について、調定額の算 良県会計規則等に基づき、調定定を誤ったため、同省からの交付金 事務の適正な執行と再発防止にの交付額が過小となっていた事例が 努める。１件（過小額 39,600円）認められた。 今後は、奈良県会計規則等に基づき、調定事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）業務委託契約に係る不適切な事務処業務委託契約に係る不適切な事務処業務委託契約に係る不適切な事務処業務委託契約に係る不適切な事務処理について理について理について理について産業廃棄物の運搬処理業務委託契 廃棄物の処理及び清掃に関約について、廃棄物の処理及び清掃 する法律及び同法施行令の規に関する法律及び同法施行令の定め 定について、関係職員に対しにより契約金額の多寡にかかわらず て、改めて周知を行った。契約書の作成を行わなければならな 今後は、関係法令等に基づいとされているのに、令和２年度の き、契約の締結及び契約書の当該契約について、契約書を作成せ 作成事務等の適正な執行と再ず、請書により業務委託を行ってい 発防止に努める。た(契約額 200,200円)。今後は、同法及び同法施行令に基づき、契約の締結及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるべきである。 （指摘事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅
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延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 及び契約書の作成事務等の適正を行うこととされている時期は、契 な執行に努めるとともに、決裁約を締結するときとされているが、 過程におけるチェックリストを令和元年度及び令和２年度の工事請 作成して進捗状況を的確に管理負契約について、支出負担行為を業 するなど、各段階で実効性のあ務完了後に行っていた事例が８件（ るチェック体制を整備する。契約額合計 5,574,448円）認められた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記のうち２件（契約額合計 3,695,000円）では支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）高田高等学校 令和３年 需用費の誤払いについて需用費の誤払いについて需用費の誤払いについて需用費の誤払いについて８月５日 令和２年度の需用費について、相 今後は、複数の担当者による手方を誤って支出した事例が１件（ 書類確認を行うなど、所属にお契約額 31,680円）認められた。 けるチェック体制を強化し、関今後は、奈良県会計規則等に基づ 係法令、奈良県会計規則、奈良き、支出事務の適正な執行に努める 県契約規則等に基づいた適正なとともに、決裁過程におけるチェッ 執行と再発防止に努める。ク体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、支出負担行為及び契とする経費について、予算執行の統 約書の作成事務等について、複制のための手続として支出負担行為 数の担当者による書類確認とスを行うこととされている時期は、契 ケジュール管理を行うなど、所約を締結するときとされているが、 属におけるチェック体制を強化令和２年度の工事請負契約等につい し、関係法令、奈良県会計規則、て、支出負担行為を行うこととされ 奈良県契約規則等に基づいた適ている日から大幅に遅延して支出負 正な執行と再発防止に努める。担行為を行っていた事例が５件(契約額合計 7,127,415円)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を業務完了後又は納品後に行っていた事例が４件、②業務完了前である
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が支出負担行為の遅延期間が１か月以上の事例が１件となっていた。契約の締結をしようとするときは奈良県契約規則第１８条（契約書の省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記のうち１件（契約額 6,930,000円）では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）御所実業高等 令和３年 支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作学校 ４月２１日 成について成について成について成について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、支出負担行為及び契とする経費について、予算執行の統 約書の作成事務等について、複制のための手続として支出負担行為 数の担当者による書類確認とスを行うこととされている時期は、契 ケジュール管理を行うなど、所約を締結するときとされているが、 属におけるチェック体制を強化令和２年度の委託契約について、支 し、関係法令、奈良県会計規則、出負担行為を行うこととされている 奈良県契約規則等に基づいた適日から１か月以上遅延して支出負担 正な執行と再発防止に努める。行為を行っていた事例が１件(契約額 38,500円）認められた。また、契約書を作成するときは支出負担行為をしておかなければならないが、上記１件では、それを行わないまま契約書を作成していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）五條高等学校 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について４月２１日 委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、支出負担行為及び契とする経費について、予算執行の統 約書の作成事務等について、複制のための手続として支出負担行為 数の担当者による書類確認によを行うこととされている時期は、契 り支出負担行為を行う時期等の約を締結するときとされているが、 スケジュール管理を行うなど、令和２年度の備品購入契約につい 所属におけるチェック体制を強て、納品後に支出負担行為を行って 化し、関係法令、奈良県会計規いた事例が３件（契約額合計 170,0 則、奈良県契約規則等に基づい00円）認められた。また、上記のう た適正な執行と再発防止に努めち２件では会計年度経過後の出納整 る。理期間に支出負担行為を行ってい
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た。今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）盲学校 令和３年 需用費の誤払及び過年度支出につい需用費の誤払及び過年度支出につい需用費の誤払及び過年度支出につい需用費の誤払及び過年度支出につい３月２３日 てててて令和元年度の需用費について、債 今後は、関係法令、奈良県会権者を誤って支出した事例が１件（ 計規則、奈良県契約規則等に基支出額 13,860円）認められた。ま づき、支出事務における債務のた、地方自治法において、各会計年 確認を徹底するとともに、複数度における歳出は、その年度の歳入 の担当者による書類確認を行うをもって、これに充てなければなら など、所属におけるチェック体ないとされているが、正当債権者へ 制を強化し、会計年度内の適正の支払いを翌年度の令和２年７月に な執行と再発防止に努める。令和２年度予算から支出していて、過年度支出となっていた。 今後は、奈良県会計規則等に基づき、支出事務において債務の確認を徹底するとともに、同法に規定されている上記の会計年度独立の原則に基づき適正な事務の執行に努め、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）ろう学校 令和３年 通勤手当の誤認定について通勤手当の誤認定について通勤手当の誤認定について通勤手当の誤認定について３月２３日 通勤手当の支給について、認定を 今後は、関係法令に基づき適誤ったため、過払いとなっていた事 正な認定事務を行うとともに、例が３件（過支給額合計 137,760円 複数の担当者による書類確認を）認められた。その態様の内訳は、 行うなど、所属におけるチェッ①交通機関を利用する者の最寄り駅 ク体制を強化し、適正な執行との認定を誤っていた事例が１件、② 再発防止に努める。交通用具を使用する者の自動車の使用距離の認定を誤っていた事例が２件となっていた。今後は、通勤手当に関する規則に基づき、適正な認定事務の執行に取り組むべきである。 （指摘事項）奈良養護学校 令和３年 支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅支出負担行為及び契約書の作成の遅３月１日 延について延について延について延について委託料、工事請負費等契約を必要 今後は、支出負担行為及び契とする経費について、予算執行の統 約書の作成事務等について、契制のための手続として支出負担行為 約案件、契約時期及び必要書類を行うこととされている時期は、契 を一覧できるチェックリストを約を締結するときとされているが、 作成して情報を共有し、複数の令和元年度及び令和２年度の工事請 担当者による書類確認とスケジ負契約について、支出負担行為を業 ュール管理を行うなど、所属に務完了後に行っていた事例が３件( おけるチェック体制を強化し、契約額合計 2,850,940円)認められ 関係法令、奈良県会計規則、奈た。 良県契約規則等に基づいた適正契約の締結をしようとするときは な執行と再発防止に努める。奈良県契約規則第１８条（契約書の
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省略）に該当する場合を除き遅滞なく契約書を作成しなければならず、県及び相手方の双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとされているが、上記のうち１件(契約額 2,102,760円)では、支出負担行為と同様に契約書の作成を遅延していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について請書を徴取していない契約について契約の締結に当たっては、契約書 今後は、契約書の作成事務等の作成を省略できる場合でも、建設 について、必要書類を一覧でき工事の請負契約以外で契約金額が１ るチェックリストを作成して情００万円未満５０万円以上の契約に 報を共有し、複数の担当者によおいては、契約内容について誓約さ る書類確認を行うなど、所属にせる意味を有する請書を契約の相手 おけるチェック体制を強化し、方から徴取することとされている 奈良県契約規則、関係通知等にが、令和元年度の契約金額が１００ 基づいた適正な執行と再発防止万円未満５０万円以上の設備修繕の に努める。契約について、請書を徴取していなかった事例が１件（契約額 610,000円）認められた。今後は、奈良県契約規則及び会計局通知に基づき、契約事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。 （注意事項）高等養護学校 令和３年 支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて支出科目の誤りについて３月１日 令和２年度のスチール製椅子の購 今後は奈良県予算規則等に従入契約について、経費の性質が備品 い、正しい予算科目で支出する購入代金であることから予算科目を よう、会計事務の手引書を随時備品購入費で支出すべきであったの 参照するとともに、チェック体に、需用費で支出していた事例が１ 制を強化し、適正な執行と再発件（契約額 39,160円）認められた。 防止に努める。今後は、奈良県予算規則等に従い、適正な予算科目で支出されたい。（注意事項）支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作支出負担行為の遅延及び契約書の作成について成について成について成について委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の作成事務等の適正な執行に努を行うこととされている時期は、契 めるとともに、契約案件の進捗約を締結するときとされているが、 管理シートを作成してスケジュ令和元年度及び令和２年度の委託契 ールを管理するなどチェック体
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約等について、支出負担行為を行う 制を整備し、適正な事務処理にこととされている日から大幅に遅延 努める。して支出負担行為を行っていた事例が４件(契約額合計 4,232,470円)認められた。その態様の内訳は、①支出負担行為を納品後に行っていた事例が３件、②業務完了前であるが支出負担行為の遅延期間が１か月以上の事例が１件となっていた。また、契約書を作成するときは支出負担行為をしておかなければならないが、上記のうち１件（契約額 4,103,000円）では、それを行わないまま契約書を作成していた。今後は、奈良県会計規則、奈良県契約規則等に基づき、支出負担行為及び契約書の作成事務等の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）大淀養護学校 令和３年 支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について支出負担行為の遅延について４月２１日 委託料、工事請負費等契約を必要 奈良県会計規則、奈良県契約とする経費について、予算執行の統 規則等に基づき、支出負担行為制のための手続として支出負担行為 の作成事務等の適正な執行に努を行うこととされている時期は、契 めるとともに、事業の進捗管理約を締結するときとされているが、 及び事務処理を一覧できるチェ令和２年度の備品購入契約につい ックシートを作成してスケジュて、支出負担行為を納品後に行って ール管理を行うとともに、複数いた事例が１件(契約額 44,000円) 職員によるチェック体制によ認められた。 り、適正な事務の執行と再発防今後は、奈良県会計規則等に基づ 止に努める。き、支出負担行為事務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組むべきである。 （指摘事項）
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ウ 財政的援助団体所 属 名 実施年月日 監 査 結 果 措 置 の 内 容（所管課名）一般財団法人奈良 令和３年 契約に係る不適切な事務処理につい契約に係る不適切な事務処理につい契約に係る不適切な事務処理につい契約に係る不適切な事務処理につい県ビジターズビュ ８月２３日 ててててーロー 一般財団法人奈良県ビジターズビ 当該契約内容の変更につい（ならの観光力向 ューロー会計処理規程により、支出 て、令和３年度分から適切に反上課） の原因となるべき契約その他の行為 映するように、会計処理規程にをする場合においては、その内容を より、内部決裁を経て、新たな明らかにする書類を添えて、あらか 契約を締結した。じめ文書によって決裁を受けること また、意思決定プロセスの透とされているのに、契約内容の変更 明化やワークフローの効率化をについてあらかじめ決裁を受けず、 図るため、電磁的記録を用いて、変更内容を反映した請書を徴取して 文書等の収受、起案、決裁、保いない事例が１件（令和２年度支出 存、破棄等の事務処理等を行う額 528,000円）認められた。 「文書総合管理システム」を令今後は、同規程に基づき、契約事 和３年度に導入した。務の適正な執行に努めるとともに、決裁過程におけるチェック体制を整備するなど、実効性のある内部統制の整備に取り組まれたい。(注意事項)
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